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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
改
正
入
管
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
Ｕ
Ｓ－

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｔ
日
本
版
」
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下

「
改
正
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
三
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
上
陸
審
査
時
に
お
け
る
外
国
人
の
個
人
識
別
情
報
の
提

供
を
義
務
付
け
る
制
度
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
所
要
の
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発

等
に
加
え
、
国
内
外
へ
の
広
報
活
動
を
行
い
、
こ
の
制
度
の
周
知
を
図
る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
、
現
時
点
で
、

導
入
時
期
の
具
体
的
な
見
通
し
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

米
国
国
土
安
全
保
障
省
の
公
表
資
料
に
よ
れ
ば
、
「
Ｕ
Ｓ－

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｔ
」
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
平
成
十
六
年
一
月
五

日
か
ら
本
年
九
月
七
日
ま
で
の
間
で
千
三
百
人
以
上
の
犯
罪
者
等
が
「
Ｕ
Ｓ－

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｔ
」
に
よ
り
識
別
さ
れ
て
入
国
を

拒
否
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
我
が
国
の
上
陸
審
査
時
に
特
別
永
住
者
等
を
除
く
外
国
人
に
個
人
識
別
情
報
で
あ
る
指
紋
の
提
供
を
義
務
付
け
る

一



こ
と
に
よ
り
、
入
国
管
理
局
が
保
有
す
る
上
陸
拒
否
事
由
該
当
者
等
に
関
す
る
リ
ス
ト
と
の
照
合
を
よ
り
正
確
か
つ
迅
速
に

行
う
シ
ス
テ
ム
の
導
入
が
可
能
と
な
り
、
国
民
の
生
命
と
安
全
を
脅
か
す
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
、
水
際
で
よ
り
確
実
に
発
見

す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
テ
ロ
の
未
然
防
止
対
策
と
し
て
効
果
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

改
正
入
管
法
第
六
条
第
三
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
提
供
を
受
け
た
個
人
識
別
情
報
の
管
理
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
悪
用
や

外
部
漏
え
い
等
を
防
止
す
る
た
め
、
電
子
デ
ー
タ
の
暗
号
化
、
ア
ク
セ
ス
権
限
の
限
定
等
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
方
策
を
徹

底
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
米
国
の
例
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
法
務
省
内
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
監
査
を
実
施

す
る
ほ
か
、
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
外
部
専
門
家
を
活
用
し
つ
つ
、
シ
ス
テ
ム
運
用
に
際
し
て
の
リ
ス
ク
の
分
析
や
影
響
の

評
価
を
行
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
は
、
一
般
に
、
個
人
に
関
す
る
私
的
な
領
域
の
事
柄
に
つ
い
て
、
他
人
の
干
渉
を
許
さ
ず
、
そ
れ
に
よ

っ
て
人
格
の
自
律
性
及
び
私
生
活
の
平
穏
を
保
持
す
る
利
益
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
Ｐ
Ｉ
Ａ
の
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
策
定
す
る
こ
と
は
、
現
時
点
で
考
え
て
い
な
い
。
な
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お
、
改
正
入
管
法
第
六
条
第
三
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
提
供
さ
れ
た
個
人
識
別
情
報
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
に
従
っ
た
利
用
及
び
管
理
を
厳
格
に
実
施
し
て
ま
い

り
た
い
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
Ｐ
Ｉ
Ａ
」
を
政
府
及
び
自
治
体
に
共
通
の
個
人
情
報
の
管
理
の
指
標
と
し
て
法
定
義
務
化
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

「
テ
ロ
リ
ス
ト
の
認
定
に
係
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
」
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
認
定
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
た
め
、

法
務
省
と
関
係
行
政
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
に
よ
る
テ
ロ
リ
ス
ト
認
定
手
続
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
各
行
政
機
関
が
収
集
し
た
情
報
を
同
会
議
に
お
い
て
精
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
二
国
間
及
び
多
数
国
間
の
枠
組
み
を
通
じ
た
関
係
各
国
と
の
緊
密
な
協
力
等
を
通
じ
て
、

テ
ロ
関
連
情
報
の
収
集
に
努
め
て
い
る
。
今
後
と
も
、
外
国
機
関
や
国
際
機
関
と
の
連
携
を
深
め
、
そ
の
結
果
得
た
情
報
に
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つ
い
て
は
、
関
係
行
政
機
関
間
で
共
有
し
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
認
定
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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